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農林水産省では、2 月 1 日を調査期日として 2010 年
世界農林業センサスを実施します。

この調査は、わが国の農林業の生産構造や就業構造、
農山村地域の実態を明らかにすることを目的に、５年ご
とに実施している大切な調査です。皆さんのご協力をお
願いします。

なお、農林業センサスには、「農林業経営体調査」と「農
山村地域調査」の２つの調査があります。
【農林業経営体調査】

農家や法人を対象に、世帯員の構成と就業状況、農地
の所有と利用状況、農産物の生産販売状況などを調査
します。１月下旬に埼玉県知事から任命された統計調
査員が訪問し、調査対象となる条件を満たしているか
お伺いします。調査対象となった場合は調査票をお渡
ししますので、記入をお願いします。

【農山村地域調査】
農業集落地域の状況に精通している方を対象とする調
査です。関東農政局長から任命された調査員がお伺い
して、集落内の耕地面積や地域資源の保全状況などを
調査します。

調査は統計法に基づく基幹統計調査として実施します
この法律では調査内容を統計以外の目的に使用するこ

とは堅く禁じられており、調査結果が税金の徴収に使わ
れるようなことは一切あり
ません。

また調査員にも守秘義務
があり、調査で知り得た情
報が他人に漏れることはな
く、調査票についても紛失・
盗難に遭わないよう厳重に
管理されます。
▶問い合わせ　企画政策課
　統計担当（内線３１０）

浮き城のまち景観賞審査委員会の
委員を募集します

2010年世界農林業センサスを
実施します

行田市の生活排水処理についての
意見を募集します

農地の相続は届け出が
必要になりました

市では、平成 17 年から「住む人にとっても、訪れる
人にとっても『やすらぐ都市風景』」を目指して、景観に
配慮したまちづくりを推進していくため、市内に存在す
る優れた景観（建築物や自然景観など）を表彰する「浮
き城のまち景観賞」を設けています。この応募作品を審
査するための組織として、市民の皆さんや学識経験者な
どからなる「浮き城のまち景観賞審査委員会」を設置し
ます。

そこで、次のとおり委員会委員を募集します。
▶応募資格　満 18 歳以上で、本市に住民登録して１年

以上在住しており、景観について関心のある方で、平
日昼間の会議に出席できる方。ただし、次に掲げる方
は応募できません。

（1）応募日現在、すでに本市の審議会や委員会の委員
　　 の職にある方

（2）市職員および市議会議員
▶募集人数　2 人
▶任　　期　委嘱した日から審査終了まで
▶開催回数　7月から11月にかけて、2～3回程度（予定）
▶内 容　審査会議や現地審査に参加していただきます。
▶応募方法　応募理由、市内の景観に関する考え方など

について 400 字程度にまとめたレポートと、住所、
氏名、年齢、性別、職業、電話番号を記入した書類（と
もに様式自由）を 1 月 29 日（金）までに直接または
郵送で提出してください。（〒 361 － 8601 行田市
本丸 2 － 5　行田市まちづくり推進課「浮き城のまち
景観賞」担当）
▶選考方法　レポートを参考に書類審査を行い決定し、

結果は全員に通知します。
▶問い合わせ　同課計画担当（内線 355・359）

「行田市生活排水処理基本計画（素案）」を公表すると
ともに、これに対する意見などを広く募集します。
▶公表および意見募集期間　１月 25 日 ( 月 ) ～２月 26

日 ( 金 )
▶公表場所　市ホームページ、市政情報コーナー、南河

原支所、環境課
▶意見を提出できる方　市内在住・在勤・在学の方また

は市内に事業所を有する法人・団体
▶応募方法　住所、氏名（法人名・団体名）、電話番号、

案件名、意見・提言を記入（様式自由）のうえ、持
参、郵送、ＦＡＸまたはＥメールのいずれかの方法で
提出してください。【郵送】〒３６１―００３１　行田
市緑町 13―12　行田市環境課　【ＦＡＸ】５５３―
０７９２　【Ｅメール】kankyo@city.gyoda.lg.jp
▶その他　意見などに対する回答はしません。
▶問い合わせ　同課環境政策担当☎５５６―９５３０

農地法の改正により、相続などで農地法の許可を受け
ることなく農地の権利を取得した方は、農業委員会にそ
の旨を届け出る必要があります。届け出をしない方、虚
偽の届け出をした方は、10 万円以下の過料という規定
が設けられました。

次に該当する方は、忘れずに農地のある市町村農業委
員会まで届け出をお願いします。
○相続、遺産分割
○時効取得
○法人の合併、分割などにより農地の権利を取得した方
▶問い合わせ　農業委員会事務局（内線３９１）


